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建築物の基礎配筋における補強筋の緊結について（お知らせ） 

 

平素より、本県の住宅・建築行政の推進にご協力をいただき誠にありがとうございます。 

さて、建築基準法では、原則全ての建築物を対象に、法基準の適合性を審査・検査するた

め、工事着手前の建築確認（同法第６条）や工事完了後の完了検査等（同法第７条）の手続

きを定めています。 

これまで、都市計画区域等の区域内の２階建て以下かつ延べ面積 500 ㎡以下の木造建築

物等で建築士が設計・工事監理を行った場合は、建築確認・検査時に構造安全性の基準（基

礎配筋の基準も含まれます）など一部の規定の審査・検査が省略される特例制度（いわゆる

「４号特例」）が設けられていました。また、都市計画区域の区域外においては、同建築物

は建築確認・検査の対象ではありませんでした。 

令和７年４月１日以降は、改正建築基準法の施行により、審査・検査の特例制度の対象が

縮小され、２階建ての木造一戸建て住宅等については、適用される全ての規定について審

査・検査を行うことになります。また、都市計画区域の区域外において、これらの建築等を

行う場合にあっても建築確認・検査の対象となります。 

具体的には、審査・検査の特例制度の対象が、平屋建てかつ延べ面積 200 ㎡以下に縮小さ

れ、２階建ての木造一戸建て住宅等では、審査・検査が省略されていた構造関係規定等につ

いて、立地に関わりなく審査・検査が必要となります。 

構造関係規定のうち、基礎の構造方法については、平成 12 年５月 23 日付け建設省告示

第 1347 号により、建築物の基礎を布基礎又はべた基礎とする場合は、「立上り部分の主筋

（上端と下部の底盤）を補強筋と緊結しなければならない」と定められています。また、国

土交通省の質疑応答集※１（別添１）や確認申請・審査マニュアル※２（別添２）には、主筋

と補強筋の緊結の具体的な方法として、フックや住宅用ユニット鉄筋などが挙げられてい

るところです。 

つきましては、貴協会員の皆様に、この旨ご周知いただき、基礎配筋の際にはくれぐれも

ご留意いただきますようお願いいたします。 



また、完了検査の際は、基礎配筋の状況について写真の提示を求めることになり、確認申

請書等との整合が確認できない場合は、検査済証が発行できない場合がありますのでご注

意ください。 

なお、富山県知事指定の指定確認検査機関等に対しても、この旨お知らせしていることを

申し添えます。 

 

※１ 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律（令

和４年法律第 69 号）に係る質疑応答集（令和７年２月 26 日時点） 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_document.html#qa 

 

※２ 改正建築基準法 ２階建ての木造一戸建て住宅（軸組構法）等の確認申請・審査マニュアル（第３版） 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html 

 

 

【問合せ先】  

（富山市、高岡市以外の市町村） 

富山県土木部建築住宅課建築指導係 TEL:076-444-3356 

新川土木センター建築課   TEL:0765-22-9117 

   富山土木センター建築課   TEL:076-444-4449 

   高岡土木センター建築課   TEL:0766-26-8426 

   砺波土木センター建築課   TEL:0763-22-6271 

（富山市） 

富山市活力都市創造部建築指導課  TEL:076-443-2108 

（高岡市） 

高岡市都市創造部建築政策課    TEL:0766-20-1429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_document.html#qa
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html
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＜凡例＞ 
緑地︓令和６年 10 月９日時点版からの追加 Q&A 
青字︓令和６年 10 月９日時点版からの変更部分 

 問 答 

9 鉄骨造の建築物であって、平家かつ延べ面積が

200㎡以内のものは、引き続き審査特例の対象

でよいか。 

（令第 36 条の２、平成 17 年国土交通省告示第

593 号の改正はあるか。） 

鉄骨造については審査特例の対象について変更はあり

ません。 

都市計画区域等の区域内において、木造、鉄骨造、ＲＣ

造等の構造種別に関わらず、平家かつ延べ面積が 200 ㎡

以下の建築物に限り審査省略制度の対象となります。

（令第 36 条の２、平成 17 年国土交通省告示第 593 号を

改正。） 

10 枠組壁工法の建築物についても旧４号建築物か

ら新２号建築物となる場合、審査省略の対象外

となると解してよいか。 

貴見のとおりです。 

11 小規模伝統的木造建築物等に係る構造計算適合

性判定の特例について、構造設計一級建築士が

設計等を行い、専門的知識を有する建築主事等

が建築確認審査を行う場合は構造計算適合性判

定を不要とするとあるが、対象となる建築物や、

「専門的知識を有する建築主事等」の詳細につ

いて具体的に教えてほしい。 

小規模伝統的木造建築物等に係る構造計算適合性判定

の特例について、対象となる建築物は、建築基準法第 20

条第１項第４号に掲げる建築物であって、構造設計一級

建築士の構造設計に基づくもの又は当該建築物が構造

関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認

した構造設計に基づくものとなります。また、「専門的知

識を有する建築主事等」は、構造計算適合判定資格者を

省令において規定しています。 

12 建築基準法第 20 条第１項第４号に該当する小

規模木造建築物について構造計算により安全性

を確かめる場合、構造設計一級建築士の関与が

求められていないが、小規模伝統的木造建築物

等に係る構造計算適合性判定の特例による際に

構造設計一級建築士の関与をどのように確認す

るのか。 

今回の省令改正により、確認申請書（第四面 11.ロ）に

関与した構造設計一級建築士の氏名及び資格番号の記

載欄を設けています。 

13 小規模建築物に関する構造計算適合性判定の特

例の対象となる建築物の規模を教えてほしい。 

構造設計一級建築士でなく、一級建築士の場合

の申請ルートに変更はあるか。 

法第 20 条第１項第４号に掲げる建築物となります。 

一級建築士の場合には変更ありません。従来どおり、構

造計算適合性判定が必要となります。 

14 構造計算を要しない建築物について、仕様規定

の審査内容はどのようなものか。 

構造計算を要しない建築物における建築確認時の仕様

規定の審査内容は、建築基準法施行令第３章第３節に規

定される壁量の確保、壁配置のバランス、柱の小径、基

礎等の規定への適合の確認となります。 

15 基礎における主筋と補強筋の緊結とはどのよう

な状態を想定しているのか。 

基礎が一体的なコンクリートとして荷重を支えられる

ようにするために、主筋と補強筋が相互に応力を伝達で

きるような状態を想定しています。 

16 基礎における主筋と補強筋の緊結の具体的な方

法にはどのようなものがあるのか。 

具体的には、フックや住宅用ユニット鉄筋などは十分な

耐力が期待できるものとして挙げられますが、主筋と補
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＜凡例＞ 
緑地︓令和６年 10 月９日時点版からの追加 Q&A 
青字︓令和６年 10 月９日時点版からの変更部分 

 問 答 

強筋とが相互に応力を伝達できるものであれば、それ以

外の方法を排除するものではありません。 

17 建築確認等において、基礎における主筋と補強

筋の緊結の具体的な方法について審査や検査を

行う必要はないのか。 

主筋と補強筋の緊結方法については、個別具体の建築計

画に応じて、設計者が適切に判断することとしていま

す。このため、審査においては、緊結していることが確

認されれば、具体的な緊結方法を審査する必要はありま

せん。また、検査においては、構造詳細図との整合を確

認することとします。 

18 ２階建ての木造一戸建て住宅（軸組構法）等の

確認申請・審査マニュアル第３章７．構造安全

性の配慮事項で示されている４項目は、建築確

認で審査対象となるのか。 

審査対象ではありません。 

19 建築確認の申請後に設計の変更が生じた場合に

は、構造関係規定への適合を再度確認する必要

があるか。 

設計の変更が生じた場合には、変更後の設計が構造関係

規定に適合していることを確認する必要があります。ま

た、変更の内容に応じて、計画変更の申請など、必要な

手続きを行ってください。 

20 提出図書等の合理化の対象となるのはどのよう

な建築物か。 

仕様規定の範囲で構造安全性を確認できる建築物で

す。 

なお、仕様規定のただし書等に基づく、基礎（H12-

1347 第２）、柱の小径（H12-1349 第２）、木造の継手及

び仕口（H12-1460）に関する部分的な構造計算を行う

ものについては、仕様規定の範囲で構造安全性を確認

できる建築物と判断します。 

一方、上記以外の仕様規定のただし書等に基づく構造計

算（令第 46 条第２項など）を行うものについては、仕

様規定の範囲で構造安全性を確認できないものとして

扱い、各階床伏図を含め、必要図書をご提出ください。 

21 構造関係規定の仕様規定についての審査のため

に、確認申請においてどのような図書を提出す

る必要があるか。 

仕様規定の審査内容を確認できる図書の提出が必要で

す。提出図書については、規則第１条の３及び確認申

請・審査マニュアルをご確認ください。 

22 構造詳細図（継手及び仕口の構造方法）の添付

は必要か。 

構造耐力上主要な部分である仕口等の構造方法の審査

のため必要です。 

23 合理化後にも添付を求められる構造詳細図とは

どのようなものか。 

木造建築物の場合には、規則第１条の３第１項表二に

掲げる令第三章第二節及び第三節の規定が適用される

建築物において提出を求めている構造詳細図（屋根ふ

き材、外装材等の取付け部分の構造方法を明示した図

面 等）を想定しています。なお、構造詳細図の記載例
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第３ 章　 構造関係規定の解説118

立上り 及び底盤の補強筋は、 フ ッ ク 付

き の鉄筋か、 フ ッ ク 付き と 同等以上の性

能を 有し ている 住宅用ユニッ ト 鉄筋等を

用いる こ と が必要です。 ま た、 鉄筋のか

ぶり 厚さ や定着長さ に配慮し まし ょ う 。

換気口や人通口ま わり の補強例につい

ては、図３ -34、３ -35 を参照し てく ださ い。

図  ３  - 3 3  布基礎の仕様例

補強筋： D 10
＠30cm 以下

補強筋： D 10
＠30cm 以下

上下主筋： D 13

立上り の幅15cm

立
上
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m
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底盤の幅
表３  - 20によ る

底盤の両端にD 10

凍結深度については
特定行政庁に
確認し てく ださ い。

図  ３  - 3 4  換気口まわり の補強例

D 1 0 ＠3 0 0 D 1 0 ＠3 0 0
D 1 0 D 1 3 D 1 3

D 1 3

5 5 0 以上5 5 0 以上 6 0 0 以下

土台

開口

D 1 0（ 補強筋）

D 1 3（ 補強筋） 定着長さ 4 0 0 以上

D 1 0

D 1 3（ 単位： m m ）

図●-● 換気口まわり の補強例 図●-● 人通口まわり の補強例

D 1 0 ＠3 0 0 D 1 0 ＠3 0 0
D 1 0 D 1 3 D 1 3

D 1 3

5 5 0 以上5 5 0 以上 6 0 0 以下

土台

開口

D 1 0（ 補強筋）

D 1 3（ 補強筋） 定着長さ 4 0 0 以上

D 1 0

D 1 3（ 単位： m m ）

図●-● 換気口まわり の補強例 図●-● 人通口まわり の補強例

図  ３  - 3 5  通人 口まわり の補強例

表３  - 2 0 　 底盤の最小幅

地耐力
（ 地盤の長期許容応力度： k N /㎡）

平屋建て
（ ㎝）

２ 階建て
（ ㎝）

3 0 ≦ 地耐力＜ 5 0 3 0 4 5

5 0 ≦ 地耐力＜ 7 0 2 4 3 6

　 　   7 0 ≦ 地耐力 1 8 2 4

注 1)  人通口まわり は、 D 13 横筋と

D 10 斜め筋により 補強する。

　  2 ）  補 強 用 D 13 横 筋 の 長 さ は、

550 ㎜＋人通口の幅の長さ ＋

550㎜以上と する。

　  3 ）  補強用 D 10 斜め筋の定着長

さ は、 400㎜以上と する。

　  4 ）  人通口の幅は600㎜以下と し 、

設置位置は柱間隔が 1.82m

以下の下部で、 かつ柱から 近

い方の人通口端部までの距離

が 300㎜以内と する。

　  5 ）  柱間隔が 1.82m を 超え る 下

部に設ける 場合は、 構造計算

を行い適切な補強を行う 。

　  6 ）  補強用 D 10 斜め筋の定着長

さ を 400㎜以上確保する代わ

り に、 通し 筋と し ても よい。

注）  換気口まわり は、 D 13 の横筋と  

D 10 斜め筋により 補強する。 

D 13 横筋の長さ は、 500 ㎜ ＋換 

気口の幅の長さ + 500㎜と する。 

 D 10 斜め筋の長さ は、 

2 × 400㎜＝ 800㎜以上と する。

（ コ ンク リ ート の呼び強度 24N /㎜ ² 

  の場合）。
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 ④べた基礎と する 場合の仕様 

べた基礎と する場合は、 以下の仕様と し ます。

[ 平12 建告第1347 号 ]

・ 一体の鉄筋コ ンク リ ート と する。

・ 土台の下には、 連続し た立上り 部分を設ける。

・  立上り 部分の高さ は地上部分で 30㎝以上、 立上り 部分の厚さ は 12㎝以上、 底盤の厚

さ は 12㎝以上。

・  根入れ深さ は、 12㎝以上かつ凍結深度以深（ 基礎の底部が密実で良好な地盤に達し て

雨水等の影響を受けるおそれのない場合を除く ）。

・  立上り 部分の主筋と し て、 径 12㎜以上の異形鉄筋を、 立上り 部分の上端及び立上り

部分の下部の底盤にそれぞれ 1 本以上配置し 、 かつ、 補強筋と 緊結。

・ 立上り 部分の補強筋と し て径 9㎜以上の鉄筋を 30㎝以下の間隔で配置。

・ 底盤の補強筋と し て径 9㎜以上の鉄筋を縦横に 30㎝以下の間隔で配置。

・ 換気口を設ける場合は、 その周辺に径 9㎜以上の補強筋を配置し て補強。

なお、 基礎の構造計算を行う 場合は、 上記の仕様と する必要はあり ません。

図  ３  - 3 6  べた基礎の仕様例

補強筋（ 縦・ 横）
D 10 ＠30cm 以下

補強筋： D 10 ＠30cm 以下

立上り の幅 15cm

立
上
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の
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3
0
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m
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上下主筋：
D 13

凍結深度については

行政庁に確認し てく

立上り 及び底盤の補強筋はフ ッ ク 付き の鉄筋か、 フ ッ ク 付き と 同等以上の性能を 有し てい

る住宅用ユニッ ト 鉄筋等を用いるこ と が必要です。

また、 鉄筋のかぶり 厚さ や定着長さ に配慮し まし ょ う 。

換気口や人通口まわり の補強例については、 P.118 を参照し てく ださ い。

凍結深度について
は特定行政庁に
確認し てく ださ い。
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第 5 章　 判断が難し い事例等の解説

2 .  確認申請図書の作成について

（ １ ） 構造関係規定について

Ｑ 2-1 　
べた基礎及び布基礎の鉄筋の緊結方法は、 フ ッ ク 付の鉄筋の他にどのよう なも

のがあり ますか。

鉄筋の緊結方法には、 第三者認証等を 取得し た性能保証型スポッ

ト 溶接によ る 方法や、 工場で特殊スポッ ト 溶接によ り 結合さ れた

ユニッ ト 鉄筋を用いる方法などがあり ます。

Ｑ 2-2 　
べた基礎の場合で、 ポーチなど土台がない箇所に、 基礎の立上り は連続し て設

ける必要があり ますか。

ポーチ、 車庫の出入口などの土台がない箇所については、 立上り

を設ける必要はあり ません。

Ｑ 2-3 　
玄関ポーチや小庇などに独立柱を設けた際に、 柱下が独立基礎と なる場合、 異

種基礎と なり ますか。

独立柱や非耐力壁が取り 付く 柱など、 柱が水平抵抗要素でない場

合は、 異種基礎と はなり ません。 ただし 、 建物本体の基礎から 独

立し て設けら れる 基礎は、 構造安全性の確認（ 接地圧の検討等）

が必要です。 また、 独立基礎の計算内容は、 小規模建築物基礎設

計指針　 ６ . ７ 節　 独立基礎を 参考にでき ます。（ 簡易設計用図表

を使用し た検討も 掲載さ れています。）

Ｑ 2-4 筋かい耐力壁、 面材耐力壁の幅の最小値はあり ますか。

建築基準法上は耐力壁の幅に関する 規定はあり ません。『 木造軸

組工法住宅の許容応力度設計 (2 0 1 7 年版 )』 で は、 筋かい耐力

壁の幅は 9 0 ㎝以上、 面材耐力壁の幅は 6 0 ㎝以上と 記載さ れて

います。


